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　市観光大使嶺陽子さんの「皿山情

話」「ソウダニくしはら」の新曲発表

があります。ほかにも山本さゆりさ

ん・並木ちよ子さんの歌謡ショー、

カラオケ大会、串原特産品バザー、

景品付きもち投げなどがありますの

で、ぜひ、お出掛けください。

□とき　４月１２日�午前１１時２０分～

午後３時（雨天中止）

□ところ　奥矢作ダム大野公園

□問い合わせ　串原振興事務所�

５２-２１１１

　２００８年第７回東京国際和太鼓コン

テスト大太鼓部門で最優秀賞に輝い

た、加藤拓三さんの受賞報告コン

サートと大太鼓ワークショップを開

催します。

　加藤さんが作曲した「おばあちゃ

んのぬくもり」という作品が最優秀

賞となり、家族や仲間、ふるさとへ

の感謝の気持ちを込め演奏します。

□とき　４月１１日�午後７時～（開

場午後６時～）、１２日�午後２時～

（開場午後１時～）　�ワークショッ

プ＝４月１２日�午前１０時～、１１時～

□ところ　明智かえでホール

□入場料　前売り券３,０００円（当日券

３,５００円）※チケットは明智かえで

ホール、恵那文化センターなどで販

売しています

□問い合わせ　教育委員会文化課�

４３-２１１２（内線２１５）

　交通事故、詐欺、脅しなどの犯罪

の被害に遭い、警察や検察庁に訴え

たが、検察官がその事件を起訴して

くれない。このような不満をお持ち

の方は検察審査会にご相談くださ

い。相談や申し立てについての費用

は一切無料で、秘密は固く守られま

す。検察審査会では、選挙権を有す

る一般国民の中から｢くじ｣で選ばれ

た１１人の審査員が、検察官が起訴し

なかったことの善しあしを審査しま

す。

□問い合わせ　岐阜地方裁判所多治

見支部内多治見検察審査会事務局�

０５７２-２２-０６９８、選挙管理委員会事務

局（内線３２０・３２１）

　ＰＴＡや子供会などの団体が行う

資源回収に対し、回収量に応じた奨

励金を交付しています。

　制度を利用するには、年度ごとに

団体登録が必要です。

□補助額　古紙・古布の収集量１�

当たり５円

□申し込み・問い合わせ　環境課（内

線１８３・１８５）、各地域振興事務所

　家庭から出る生ごみの家庭内処理

を推進するため、生ごみ処理機（機

械式）の購入補助金を交付します。

□補助額　購入費の半額（上限２万

円）

□添付書類　生ごみ処理機の保証書

（写）、領収書（原本）

※各世帯１回限りの補助金です

□申し込み・問い

合わせ　環境課

（内線１８３・１８５）、

各地域振興事務

所

　厚生労働省と独立行政法人高齢・

障害者雇用支援機構は、高齢者が能

力や経験を充分に生かして働ける企

業などの雇用体制の事例や、７０歳ま

で働ける先進的な仕組みなどを募集

しています。最優秀賞には３０万円、

優秀賞には２０万円が記念品と一緒に

贈られます。詳細はお問い合わせく

ださい。

□応募資格　高年齢者雇用確保措置

をしている企業や事業所

□締め切り　５月１１日�

□申し込み・問い合わせ　岐阜労働

局職業対策課�０５８-２６３-５５６３、ハ

ローワーク恵那�２６-１３４１

　水道のメーターの取り外しや検

針、水道料金の集金などを行う水道

業務員を募集します。

□募集人員　１人

□採用予定　５月１日�

□応募資格　６２歳未満（４月１日現

在）で、普通自動車か普通自動二輪

車の運転免許を有していること

□勤務条件　�賃金＝月額１５～１８万

円（経費含む）�勤務日数＝月に２２

日前後

□申込方法　水道課へ履歴書を提出

□その他　保証人が必要です。

□締め切り　

４月１５日�

□問い合わせ

水道課（内線

１６２）

　７月１日現在で行われる、経済セ

ンサスの統計調査員を募集します。

□応募資格　２０歳からおおむね７５歳

までの健康な方（統計調査未経験者

でも結構です）

□職務内容　担当調査区域を巡回

し、対象事業所へ調査票の配布・回

収・点検を行います。６月ころに説

明会を開催し、７月中旬まで活動し

ていただきます。

□報酬　４～６万円程度（担当地域、

業務量によって異なります）

□締め切り　４月１７日�まで

□申し込み・問い合わせ　企画課（内

線３３１）
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　農地の相続税納税猶予を受けてい

る方には、「納税猶予ノート」をお配

りしています。

　「納税猶予ノート」は毎年、納税猶

予の対象となっている農地の利用状

況などを記載していただき、納税猶

予の特例を受けていることを確認し

ていただくためのものです。

　相続税の納税猶予制度について、

不明な点などがありましたら、お問

い合わせください。

□問い合わせ　中津川税務署個人課

税第一部門資産税担当�０５７３-６６-

１２０２

　ねんきん特別便について、年金加

入記録に記載漏れや誤りがないか十

分に確認した上で、間違いなどがあ

る場合も、ない場合も必ず回答をお

願いします。

　ねんきん特別便が届いていない場

合や、紛失された方へは、再送付し

ますので、電話でお問い合わせくだ

さい。

□受付　月～金曜日午前９時～午後

８時、第２土曜日午前９時～午後５

時

※ねんきん特別便か基礎年金番号が

分かるものを用意の上、お電話くだ

さい

□問い合わせ　ねんきん特別便専用

ダイヤル�０５７０-０５８-５５５

　申請をする年度か前年度に、退職

や失業の事実がある場合、特例免除

を受けられます。

□手続きに必要なもの　年金手帳ま

たは基礎年金番号の分かるもの（納

付書など）、認印（本人が署名する場

合は不要）、失業していることを確

認できる公的機関の証明の写し（雇

用保険受給資格者証、離職票など）

※国民年金には追納という制度があ

り、１０年以内なら免除を受けた期間

の保険料を納めることができます

□申し込み・問い合わせ　市民課年

金係（内線１４４・１４５）、南部５振興事

務所住民課

□とき　４月２６日�

□ところ　県土岐少年自然の家周辺

□定員　６０人

□参加費　�小学生以上＝１,０００円、

�未就学児＝８００円

□内容　山菜採りなどの野外活動と

木の葉や小枝を使った自然工作

□締め切り　４月１３日�

□申し込み・問い合わせ　県土岐少

年自然の家�０５７２-５４-４５２７

農地の相続税納税猶予
猶予ノートで確認を

案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案 内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内案 内

「ねんきん特別便」
回答はお済みですか

国民年金保険料
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土岐少年自然の家
新緑ウォッチング

　重度の障がいのある方に、タク

シー基本料金の助成を行います。

□助成内容　１人当たり年間１冊

（４８枚つづり）乗車１回につき基本料

金相当額を助成

□利用期間　４月１日から翌年３月

３１日まで

□対象　①身体障害者手帳１、２級

の手帳所持者　②じん臓機能障がい

１級から３級で人工透析のため定期

的な通院を必要と する方　③療育

手帳Ａ判定の手帳所持者　④精神障

害者保健福祉手帳１級の手帳所持者

※①③④の方について、自動車税の

減免を受けている方は対象となりま

せん

□持ち物　印鑑、該当する手帳

□申し込み・問い合わせ　社会福祉

課（内線１３４）、南部５振興事務所

重度障がい者
福祉タクシー利用券を交付します

　市では、行財政改革審議会委員を

募集します。この委員は、平成17年

度に策定した行財政改革大綱と行動

計画を、市民の目線で進行管理し、

一層の行財政運営の改善に対するご

意見をいただくものです。

　一緒に市の行財政運営について考

えてみませんか。

□資格　１８歳以上で市内在住の方。

市のほかの審議会など委員になって

いない方。 

□募集人数　１人

□報酬　市の規定による

□任期　委嘱の日（５月予定）から

平成２３年３月３１日まで 

□締め切り　４月２０日�

□応募方法　封書、電子メールで住

所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番

号、職業、「恵那市の将来のため今行

うべきこと」（４００字程度）を明記し、

企画課へ提出ください。 

□選考方法　レポートの内容などを

総合的に考慮し、選考します。

□その他　結果は応募者全員にお知

らせします。

□問い合わせ　企画課（内線３３２）� 

info@city.ena.gifu.jp

市行財政改革審議会委員を募集します
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国民健康保険への加入や減免など、手続きをお忘れなく

□社会保険などの資格がなくなる方

は国民健康保険へ加入ください

　退職などの理由で職場の社会保険

など、健康保険の資格がなくなる方

（任意継続される方・被扶養者となる

方を除く）は、必ず国民健康保険へ

加入してください。　

　また７５歳以上の方が社会保険など

から後期高齢者医療制度に移行した

場合、その扶養に入っていた方は、

社会保険などの資格がなくなります

（旧被扶養者）。後期高齢者医療制度

に移行する前の７４歳までの方は国民

健康保険に加入するなどして、無保

険となる期間がないよう注意してく

ださい。

□旧被扶養者の保険料を減免します

　後期高齢者医療制度には「扶養」

という考え方がないため、新たに国

民健康保険に加入する旧被扶養者

は、保険料を納めることになりま

す。その配慮措置として、加入日か

ら２年間、国民健康保険料が減免

（割引）されます（６５歳から７４歳の方

に限る）。

　対象者は、申請により次の減免内

容が適用されます。

①旧被扶養者にかかる所得割と資産

割額について、所得や資産の状況に

かかわらず、これが免除されます。

②旧被扶養者にかかる被保険者均等

割額は半額になります。

③旧被扶養者のみで構成される世帯

に限り、旧被扶養者の属する世帯に

かかる世帯別平等割額について、半

額になります。

※②③で、旧被扶養者の属する世帯

が、その所得により７割軽減に該当

する世帯である場合は、７割軽減が

優先して適用になります

　それまで加入していた社会保険な

どの保険者（保険証の発行元）から、

該当者に、旧被扶養者に該当する旨

を記載した資格喪失連絡票が発行さ

れます。国民健康保険の加入手続き

の際には、この連絡票を必ず持参し

てください。

□学生は保険証を別にできます

　修学のため別に住所を定めるとき

は、保険証を別にすることができま

す。保険証と印鑑、在学が証明でき

るものをお持ちください。

�在学を証明できる書類

①学生証（コピー可）

②在学証明書（コピー可）

③当該年度の学費の納入にかかる領

収書など

□高齢受給者証を送付しました

　現在、７０歳から７４歳の方の医療機

関での自己負担割合（２割）を１割

に据え置く措置を、平成２１年４月か

ら平成２２年３月までの１年間延長さ

れます。『２割（平成２１年７月３１日ま

では１割）』と記載された新しい高齢

受給者証を、３月下旬に送付しまし

たのでご確認ください。

　有効期限が７月３１日までであるた

め、８月以降については、前年の所

得を元に新年度の負担割合の再判定

を行ってから、７月下旬に送付する

予定です。

　なお現役並み所得者の方で、すで

に３割負担をいただいている方は変

更ありません。現在お持ちの高齢受

給者証をそのままお使いください。

□自己負担限度額は据え置かれます

　７０歳～７４歳の方（一般所得世帯）

の医療費が高額になった場合の自己

負担限度額が、平成２１年４月から引

き上げられる予定でしたが、平成２１

年４月～平成２２年３月まで据え置か

れます。

□４月中旬に国民健康保険料を通知

　本年度の国民健康保険料（４月～

７月仮算定分）は、４月中旬に発送

します。ご確認をお願いします。

□問い合わせ　市民課保険係（内線

１４６・１４８）

市総合計画
後期計画策定部会メンバーを公募します
　市総合計画後期計画（平成２３～２７

年度）に市民の皆さんの意見を反映

させるため、部会のメンバーを募集

します。

　部会では、総合計画後期計画素案

を作成するため、３つの部会を設け

後期計画づくりを進めます。まちづ

くりに関心のある多くの皆さんのご

応募をお待ちしています。

□資格　まちづくりに関心のある方

□定員　２０人程度

□任期　５月から２年間

□部会の種類　①健康福祉・生活環

境部会　②都市交流基盤・産業振興

部会　③教育文化・市民参画部会

□締め切り　４月２４日�

□報酬　市の規定による委員報酬

（日額３,０００円）

□申込方法　①住所②氏名③年齢④

電話番号（昼間、夜間それぞれの連

絡先）⑤職業⑥勤務先⑦参加したい

部会名⑧応募理由―を明記の上、郵

送か市公式ウェブサイトから、お申

し込みください。

□選考方法　応募多数の場合は抽選

により決定します。（結果は応募者

全員にお知らせします）

□申し込み・問い合わせ　〒５０９-

７２９２（住所不

要）企画課（内

線３３０）

□市公式ウェ

ブサイト　　

http://www.ci

ty.ena.lg.jp/
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恵那駅東側踏み切り工事について
子どもたちの安全のため、指定した 迂  回 路の利用をお願いします

う かい

　現在進めている恵那駅東側の踏み

切り（寺平的ヶ屋敷線南北街道踏切）

の拡幅工事のため、交通規制をして

おり、ご迷惑をお掛けしています。

　交通規制に伴う 迂  回 路は下の地図
う かい

の通りです。

　指定の 迂  回 路以外の道では、特に
う かい

朝夕は通学などで、多くの子どもた

ちが歩いています。

　大変ご不便をお掛けしますが、指

定した 迂  回 路をご利用いただくよう
う かい

ご協力をお願いします。

□問い合わせ　まちづくり事業課

（内線２３３）

長島小学校

市役所

恵那文化
センター

恵那駅

工事箇所

郵
便
局

中央自動車道

至
瑞
浪
市

至
中
津
川
市

迂回路

阿
木
川

市外から転入し、新築住宅を取得した方
固定資産税を半額減免と、２５万円の奨励金を交付します
　市は、新たに定住支援事業を創設

しました。市内に新築住宅を取得

し、市外から転入した方を対象に、

固定資産税の減免と定住促進奨励金

を交付します。

□対象条件　①平成２１年１月２日～

平成２４年１月１日までに完成した新

築住宅を取得した方　②平成２１年１

月２日以降に市内に住民登録した方

で、市に住民登録をする以前３年間

以上、市内に住所を有していないこ

と　③市税などの滞納がないこと　

―など

□固定資産税減免額　１２０平方�以

下の部分に課せられる固定資産税の

１/２を３年間減額

□定住促進奨励金　２５万円（義務教

育以下の世帯員がいる場合、１人に

つき５万円を加算）

※対象条件など詳細はお問い合わせ

ください

□問い合わせ　企画課（内線３３１）


